
Title 「避言」ということ : 『論語』憲問から見た中国に
おける言論と権力

Author(s) 浅見, 洋二

Citation 中国研究集刊. 2016, 62, p. 1-17

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/61975

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



中
国
研
究
集
刊 

光
号
（
総
六
十
二
号
）
平
成
二
十
八
年
六
月　

一
︱
一
七
頁

知
識
人
・
文
人
は
、
そ
の
言
論
・
創
作
活
動
に
よ
っ
て
し
ば
し

ば
国
家
の
統
治
権
力
と
衝
突
し
、
弾
圧
を
受
け
て
き
た
。
そ
れ
は

前
近
代
の
中
国
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
例
え
ば
北
宋
期
、
新

旧
両
党
の
争
い
に
巻
き
こ
ま
れ
た
蘇
軾
は
、
そ
の
詩
が
朝
廷
を
誹

謗
し
た
と
し
て
御
史
台
に
告
発
さ
れ
、
貶
謫
さ
れ
た
（「
烏
台
詩

禍
」）。
か
か
る
国
家
権
力
と
の
軋
轢
を
経
験
し
た
知
識
人
の
最
初

期
の
典
型
と
し
て
挙
げ
る
べ
き
は
孔
子
で
あ
ろ
う
。
孔
子
と
い
う

と
体
制
の
中
心
に
鎮
座
す
る
存
在
で
あ
る
か
に
見
な
さ
れ
が
ち
で

あ
る
が
、
当
時
に
あ
っ
て
は
む
し
ろ
反
逆
の
徒
、
反
体
制
知
識
人

で
あ
っ
た
。
実
際
、
孔
子
は
国
を
逐
わ
れ
、
亡
命
し
た
。
自
ら
の

思
想
を
認
め
て
く
れ
る
為
政
者
を
求
め
て
各
地
を
放
浪
す
る
な

か
、
生
命
の
危
機
に
瀕
し
た
こ
と
一
度
や
二
度
で
は
な
い
。
そ
の

言
論
が
時
の
権
力
に
諂へ
つ
らう
こ
と
を
拒
ん
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
孔
子

こ
そ
は
権
力
と
言
論
の
軋
轢
・
衝
突
の
核
心
部
を
生
き
抜
い
た
知

識
人
で
あ
っ
た
。

国
家
権
力
と
の
軋
轢
・
衝
突
に
際
し
て
知
識
人
た
る
者
、
如
何

に
ふ
る
ま
う
べ
き
か
。『
論
語
』
憲
問
の
な
か
で
孔
子
は
「
避
世
」

「
避
地
」「
避
色
」「
避
言
」
と
い
う
四
つ
の
方
途
が
あ
る
こ
と
を

説
い
て
い
る
が
、
な
か
で
も
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
「
避
言
」
で

あ
る
。「
避
言
」
と
は
い
っ
た
い
如
何
な
る
こ
と
を
言
う
の
か
。

本
稿
で
は
、
こ
の
「
避
言
」
を
め
ぐ
る
歴
代
の
解
釈
を
検
討
す
る

こ
と
を
通
し
て
、
孔
子
の
言
論
観
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

そ
の
う
え
で
更
に
『
韓
非
子
』『
管
子
』
な
ど
他
の
著
作
と
も
関

連
づ
け
な
が
ら
、
前
近
代
中
国
に
お
け
る
言
論
と
権
力
の
関
係
の

あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

＊

「
避
言
」
と
い
う
こ
と

︱『
論
語
』
憲
問
か
ら
見
た
中
国
に
お
け
る
言
論
と
権
力

浅
見
洋
二

（ 1 ）



ま
ず
は
『
論
語
』
の
な
か
か
ら
、
国
家
の
統
治
権
力
と
思
想
・

言
論
と
の
関
係
を
論
じ
た
発
言
を
取
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
例
え
ば

『
論
語
』
憲
問
に
は

邦
有
道
、
危
言
危
行
。
邦
無
道
、
危
行
言
孫
（
邦く
に

に
道
有
れ

ば
、
言
を
危た
か

く
し
行
を
危
く
す
。
邦
に
道
無
け
れ
ば
、
行
を

危
く
し
言
は
孫し
た
がう

）（
注
1
）
。

と
あ
る
。
包
咸
の
注
に
よ
れ
ば
「
危
」
は
「
厲
」、「
孫
」
は

「
順
」。「
孫
」
は
「
遜
」
に
通
ず
る
。「
道
」
＝
道
義
・
徳
を
有
す

る
国
に
あ
っ
て
は
「
言
」
＝
発
言
も
「
行
」
＝
行
動
も
厳
し
く

あ
っ
て
い
い
。
し
か
し
、「
道
」
無
き
国
に
あ
っ
て
は
「
行
」
は

厳
し
く
て
も
い
い
が
「
言
」
は
穏
や
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

説
く
。「
行
」
に
つ
い
て
は
措
き
「
言
」
に
限
っ
て
更
に
言
い
換

え
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
国
に
善
政
が
行
わ
れ

て
い
る
と
き
に
は
言
論
は
ス
ト
レ
ー
ト
で
あ
っ
て
い
い
、
つ
ま
り

直
接
的
な
批
判
を
行
っ
て
も
い
い
が
、
逆
に
悪
政
下
に
あ
っ
て
は

言
葉
を
穏
当
に
し
、
批
判
も
控
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。「
危
言
」

と
は
「
直
言
」
で
あ
り
、「
言
孫
（
遜
）」
と
は
そ
の
対
極
に
位
置

す
る
「
曲
言
」
で
あ
る
。
自
ず
と
後
者
に
は
注
意
深
く
修
辞
を
凝

ら
し
た
婉
曲
な
表
現
、
い
わ
ゆ
る
文
学
的
な
表
現
が
多
く
含
ま
れ

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（
注
2
）
。

『
論
語
』に
は
他
に
も
、国
家
が「
道
」を
有
す
る
か
否
か
に
よ
っ

て
言
論
と
行
動
の
あ
り
方
は
変
わ
る
、
あ
る
い
は
変
え
る
必
要
が

あ
る
と
説
い
た
言
葉
は
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
公
冶
長
篇
に
は

甯
武
子
、
邦
有
道
則
知
、
邦
無
道
則
愚
（
甯
武
子
は
、
邦
に

道
有
れ
ば
則
ち
知
、
邦
に
道
無
け
れ
ば
則
ち
愚
）。

と
あ
る
。
衛
の
大
夫
甯
武
子
は
、
国
に
道
有
れ
ば
智
者
と
し
て
、

道
無
け
れ
ば
愚
者
と
し
て
ふ
る
ま
っ
た
（
孔
安
国
の
注
に
「
佯

愚
」
と
あ
る
）。
孔
子
は
、
そ
の
処
世
の
あ
り
方
を
称
え
て
い
る
。

智
者
と
し
て
ふ
る
ま
う
と
は
「
言
」
を
「
危
」
に
す
る
こ
と
、
愚

者
と
し
て
ふ
る
ま
う
と
は
「
孫
（
遜
）」
に
す
る
こ
と
と
基
本
的

に
は
方
向
性
を
同
じ
く
す
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

右
に
挙
げ
た
二
章
か
ら
は
、
孔
子
に
と
っ
て
自
ら
が
仕
え
る
国

に
「
道
」
が
そ
な
わ
る
か
否
か
が
極
め
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
い
ず
れ
も
体
制
内
に
自
分
の
居
場

所
を
確
保
す
る
た
め
の
保
身
術
を
説
い
た
言
葉
に
見
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
。
お

そ
ら
く
孔
子
の
関
心
は
体
制
内
に
自
分
の
居
場
所
（
そ
れ
は
言
い

換
え
れ
ば
発
言
権
で
も
あ
る
）
を
確
保
で
き
る
か
否
か
に
は
な

い
。
そ
も
そ
も
「
道
」
の
な
い
国
に
居
場
所
を
確
保
し
て
も
仕
方

な
い
の
だ
。
憲
問
篇
の
別
の
章
に

邦
有
道
穀
。
邦
無
道
穀
、
恥
也
（
邦
に
道
有
れ
ば
穀こ
く

す
。
邦

に
道
無
く
し
て
穀
す
る
は
、
恥
な
り
）。

ま
た
泰
伯
篇
に

篤
信
好
学
、
守
死
善
道
。
危
邦
不
入
、
乱
邦
不
居
。
天
下
有

（ 2 ）



道
則
見
、
無
道
則
隠
。
邦
有
道
、
貧
且
賤
焉
、
恥
也
。
邦
無

道
、
富
且
貴
焉
、
恥
也
（
篤
く
信
じ
て
学
を
好
み
、
死
を
守

り
て
道
を
善
く
す
。
危
邦
に
は
入
ら
ず
、
乱
邦
に
は
居
ら

ず
。
天
下　

道
有
れ
ば
則
ち
見あ
ら

わ
れ
、
道
無
け
れ
ば
則
ち
隠か
く

る
。
邦
に
道
有
る
に
、
貧
し
く
し
て
且
つ
賤
し
き
は
、
恥
な

り
。
邦
に
道
無
き
に
、
富
み
て
且
つ
貴
き
は
、
恥
な
り
）。

と
説
い
て
い
る
よ
う
に
。
要
す
る
に
「
道
」
を
有
す
る
国
の
た
め

に
は
命
が
け
で
自
ら
の
言
論
を
捧
げ
る
が
、「
道
」
を
欠
い
た
国

の
た
め
に
は
そ
う
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
孔
子

は
、
自
ら
の
言
論
を
立
脚
点
と
し
て
、
そ
れ
を
捧
げ
る
に
値
す
る

国
家
で
あ
る
か
否
か
、
批
判
に
値
す
る
国
家
で
あ
る
か
否
か
を
測

ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
言
論
に
殉
じ
た
孔
子
の
、
思
想
家
と
し

て
の
胆
力
が
見
事
に
表
現
さ
れ
た
言
葉
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

孔
子
が
自
ら
の
「
道
」、
言
い
換
え
れ
ば
思
想
・
言
論
の
正
し

さ
を
強
く
信
じ
て
い
た
こ
と
は
、
右
に
挙
げ
た
泰
伯
篇
の
「
守
死

善
道
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
見
て
取
れ
る
が
、
他
に
も
例
え
ば

『
史
記
』
巻
四
七
・
孔
子
世
家
に
は
、
い
わ
ゆ
る
陳
蔡
の
難
に
際

し
た
孔
子
が
弟
子
た
ち
と
の
間
に
交
わ
し
た
次
の
よ
う
な
問
答
が

あ
る
。
孔
子
は
弟
子
た
ち
に
「
吾
道
非
邪
、
吾
何
為
於
此
（
吾
が

道　

非
な
る
か
。
吾　

何
す
れ
ぞ
此
に
於
い
て
す
）」
と
問
い
か

け
る
。
そ
れ
に
対
し
て
弟
子
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
な
答
え
を
返
す

が
、
孔
子
は
な
か
で
も
顔
回
の
「
夫
子
之
道
至
大
、
故
天
下
莫
能

容
。
雖
然
、
夫
子
推
而
行
之
。
不
容
何
病
。
不
容
然
後
見
君
子
。

夫
道
之
不
脩
也
、
是
吾
醜
也
。
夫
道
既
已
大
脩
而
不
用
、
是
有
国

者
之
醜
也
。
不
容
何
病
、
不
容
然
後
見
君
子
（
夫
子
の
道
は
至
大

な
り
、
故
に
天
下　

能
く
容い

る
る
莫
し
。
然
り
と
雖
も
、
夫
子
は

推
し
て
之
を
行
う
。
容
れ
ら
れ
ざ
る
も
何
を
か
病
ま
ん
。
容
れ
ら

れ
ず
し
て
然
る
後
に
君
子
た
る
を
見
る
。
夫そ

れ
道
の
脩お
さ

め
ざ
る

は
、
是
れ
吾
が
醜は
じ

な
り
。
夫
れ
道
は
既
に
大
に
し
て
脩
む
る
も
用

い
ら
れ
ざ
る
は
、
是
れ
国
を
有
す
る
者
の
醜
な
り
。
容
れ
ら
れ
ざ

る
も
何
を
か
病
ま
ん
、
容
れ
ら
れ
ず
し
て
然
る
後
に
君
子
た
る
を

見
る
）」（
注
3
）
と
い
う
答
え
に
対
し
て
賛
意
を
示
す
。
孔
子
に
と
っ

て
最
大
の
関
心
は
自
ら
の
思
想
・
言
論
を
守
り
貫
ぬ
く
こ
と
に
こ

そ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
「
道
」
の
行
わ
れ
ぬ
乱
れ
た
政
治
状
況
に
直
面
し
た
と

き
、
言
論
の
徒
た
る
知
識
人
・
思
想
家
は
ど
の
よ
う
に
ふ
る
ま
え

ば
い
い
の
か
。『
論
語
』
憲
問
に
は
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
言

葉
が
あ
る
。

賢
者
辟
世
、
其
次
辟
地
、
其
次
辟
色
、
其
次
辟
言
（
賢
者
は

世
を
辟さ

け
、
其
の
次
は
地
を
辟
け
、
其
の
次
は
色
を
辟
け
、

其
の
次
は
言
を
辟
く
）（
注
4
）
。

「
辟
」
は
「
避
」
に
通
じ
る
。
関
わ
り
合
い
を
避
け
、
遠
ざ
か

る
こ
と
を
言
う
。
本
章
は
、
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
「
世
」「
地
」

（ 3 ）



「
色
」「
言
」
と
い
う
四
つ
の
側
面
か
ら
「
賢
者
」
＝
有
徳
の
知
識

人
と
国
家
・
社
会
と
の
関
係
性
の
遮
断
に
つ
い
て
説
い
た
も
の
。

「
其
次
」
と
い
う
語
が
繰
り
返
さ
れ
る
一
種
の
層
叙
法
（
漸
層
法
）

が
採
ら
れ
て
い
る
が
、
遮
断
の
レ
ベ
ル
を
高
か
ら
低
、
大
か
ら
小

へ
と
段
階
を
逐
っ
て
述
べ
た
と
解
せ
る
。
最
高
の
賢
者
、
第
二
等

の
賢
者
、
第
三
等
の
賢
者
と
い
う
ふ
う
に
人
物
の
優
劣
を
言
う
と

す
る
説
も
あ
る
が
採
ら
な
い
（
注
5
）
。

「
避
（
辟
）
世
」（
以
下
、
特
に
区
別
す
る
必
要
な
い
限
り
は

「
避
」
を
用
い
る
）
と
は
、
世
間
と
の
交
流
を
絶
つ
こ
と
。「
世
」

と
は
、
そ
の
時
代
の
人
間
社
会
全
体
の
意
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で

は
、
世
捨
て
人
＝
隠
者
と
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
隠
逸
」
に
つ

い
て
述
べ
た
も
の
と
解
し
て
い
い
。
次
の
「
避
地
」
は
、
乱
れ
た

国
の
土
地
を
避
け
る
、
す
な
わ
ち
別
の
国
に
移
り
住
む
こ
と
と
解

せ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
亡
命
」
も
こ
こ
に
含
ま
れ
よ
う
。
こ
の
ふ
た

つ
に
関
し
て
は
解
釈
が
分
か
れ
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
歴
代

の
解
釈
も
お
お
む
ね
一
致
し
て
い
る
。
問
題
と
な
る
の
は
「
避

色
」「
避
言
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
歴
代
の
解
釈
は
若

干
の
揺
ら
ぎ
を
見
せ
て
い
る
。

『
論
語
』
憲
問
の
右
の
一
章
、
と
り
わ
け
「
避
色
」「
避
言
」
は

ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
き
た
か
。
ま
ず
は
近
年
の
中
国
に
お
け
る

代
表
的
な
訳
注
書
の
解
釈
を
挙
げ
て
確
認
し
て
お
こ
う
。『
論
語
』

の
訳
注
書
は
汗
牛
充
棟
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
三
種
を
挙
げ
よ

う
。
ま
ず
銭
穆
『
論
語
新
解
』
は

賢
者
避
去
此
世
。
其
次
、
避
開
一
地
另
居
一
地
。
又
其
次
、

見
人
顔
色
不
好
始
避
。
更
其
次
、
聴
人
言
語
不
好
乃
避
（
注
6
）
。

と
述
べ
る
。「
避
色
」
は
「
他
人
の
顔
つ
き
が
悪
い
の
を
見
て
、

そ
れ
を
避
け
る
」、「
避
言
」
は
「
他
人
の
言
葉
が
悪
い
の
を
聴
い

て
、
そ
れ
を
避
け
る
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
楊
伯
峻
『
論
語
訳
注
』
は

有
些
賢
者
逃
避
悪
濁
社
会
而
隠
居
、
次
一
等
的
択
地
而
処
、

再
次
一
等
的
避
免
不
好
的
臉
色
、
再
次
一
等
的
迴
避
悪

言
（
注
7
）
。

と
述
べ
る
。「
避
色
」
は
「
好
か
ら
ぬ
顔
つ
き
を
避
け
る
」、「
避

言
」
は
「
悪
し
き
言
葉
を
避
け
る
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。「
色
」

「
言
」
と
は
い
っ
た
い
誰
の
「
色
」「
言
」
な
の
か
、
銭
氏
・
楊
氏

と
も
に
明
確
に
は
訳
出
し
て
い
な
い
。
特
定
の
人
物
に
限
定
せ
ず

に
、
幅
広
く
他
者
一
般
の
悪
し
き
顔
つ
き
、
悪
し
き
発
言
と
解
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
楊
氏
は
「
其
次
」
と
い
う
語
を
重
ね

る
層
叙
法
に
つ
い
て
は
人
物
の
優
劣
を
段
階
的
に
述
べ
た
と
解
し

て
い
る
が
、
こ
の
違
い
は
本
稿
の
主
旨
に
関
わ
ら
な
い
の
で
こ
こ

で
は
特
に
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
し
よ
う
（
以
下
に
挙
げ
る
例
に

つ
い
て
も
同
様
）。

そ
し
て
黄
懐
信
主
撰
、
周
海
生
・
孔
徳
立
参
撰
『
論
語
彙
校
集

釈
』
は
黄
懐
信
氏
の
按
語
に

（ 4 ）



避
、
去
而
不
遇
也
。
避
世
、
謂
隠
居
、
厭
世
也
。
避
地
、
去

其
所
厭
之
地
。
避
色
、
避
見
其
所
厭
見
之
容
色
。
避
言
、
遠

去
而
不
聞
其
言
（
注
8
）
。

と
述
べ
る
。
黄
氏
の
場
合
も
、
誰
の
「
色
」「
言
」
な
の
か
は
特

定
し
て
い
な
い
。
広
く
他
者
の
「
色
」「
言
」
を
言
う
と
解
し
た

可
能
性
も
あ
る
が
、
冒
頭
に
「
避
、
去
而
不
遇
也
」
と
あ
る
の
は

君
主
の
も
と
を
去
る
こ
と
を
言
う
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
君
主
の

「
色
」「
言
」
と
解
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
、
近
年
の
日
本
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い

る
か
。
数
多
あ
る
訳
注
書
の
な
か
か
ら
代
表
的
な
も
の
と
し
て
七

種
を
挙
げ
よ
う
。
吉
田
賢
抗
『
論
語
』
は

賢
者
が
仕
え
ず
に
避
け
遠
ざ
か
る
場
合
が
四
つ
あ
る
。
第
一

に
世
が
乱
れ
る
と
、
避
け
て
世
間
に
出
な
い
。
そ
の
次
の
場

合
は
、
乱
国
を
去
っ
て
治
ま
っ
た
国
へ
行
く
。
そ
の
次
の
場

合
は
、
君
の
容
貌
態
度
が
礼
を
失
っ
て
お
れ
ば
避
け
て
去

る
。
そ
の
次
の
場
合
は
、
君
を
諫
め
て
、
君
の
言
と
合
わ
な

け
れ
ば
、
君
の
言
を
避
け
て
去
る
（
注
9
）
。

金
谷
治
『
論
語
』
は

す
ぐ
れ
た
人
は
〔
世
の
乱
れ
た
と
き
に
は
〕
世
を
避
け
る
。

そ
の
次
ぎ
は
土
地
を
避
け
る
。
そ
の
次
ぎ
は
〔
主
君
の
冷
た

い
〕
顔
色
を
見
て
避
け
る
。
そ
の
次
ぎ
は
〔
主
君
の
悪
い
〕

こ
と
ば
を
聞
い
て
避
け
る
（
注
10
）
。

吉
川
幸
次
郎
『
論
語
』
は

も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
人
物
は
、
そ
の
時
代
全
体
か
ら
逃
避
す

る
。
そ
の
次
の
人
物
は
、
あ
る
地
域
か
ら
逃
避
し
て
他
の
地

域
に
ゆ
く
。
そ
の
次
の
人
物
は
、
相
手
の
顔
色
を
見
て
逃
避

し
、
そ
の
次
の
人
物
は
、
相
手
の
言
葉
を
き
い
て
、
そ
れ
か

ら
逃
避
す
る
（
注
11
）
。

貝
塚
茂
樹
『
論
語
』
は

す
ぐ
れ
た
人
物
は
、
乱
れ
た
時
代
か
ら
逃
避
す
る
。
そ
の
次

の
人
物
は
、
乱
れ
た
地
方
か
ら
逃
避
す
る
。
そ
の
次
の
人
物

は
、
人
の
顔
色
を
見
て
逃
避
し
、
そ
の
次
の
人
物
は
、
人
の

こ
と
ば
を
聞
い
て
逃
避
す
る
（
注
12
）
。

宇
野
哲
人
『
論
語
新
釈
』
は

賢け
ん
し
ゃ者
は
世
の
乱
れ
た
の
を
見
れ
ば
辟さ

け
隠か
く

れ
て
仕
え
な
い
。

そ
の
次
に
は
乱
れ
た
国
を
去
っ
て
治
ま
っ
た
国
へ
往ゆ

く
。
そ

の
次
に
は
君き
み

が
礼
儀
正
し
い
容よ
う
ぼ
う
た
い
ど

貌
態
度
で
己お
の
れを

尊
敬
し
な
け

れ
ば
去
っ
て
仕
え
な
い
。
そ
の
次
に
は
己お
の
れの

意
見
が
君
の
言

と
合
わ
な
け
れ
ば
去
っ
て
仕
え
な
い
（
注
13
）
。

平
岡
武
夫
『
論
語
』
は

賢
者
は
世
を
避
け
る
。
そ
の
次
は
地
を
避
け
る
。
そ
の
次
は

顔
色
を
避
け
る
。
そ
の
次
は
言
葉
を
避
け
る
（
注
14
）
。

加
地
伸
行
『
論
語
』
は

賢
人
は
乱
世
を
避
け
て
山
村
に
隠
れ
る
。〔
そ
れ
が
最
高
だ
。〕

（ 5 ）



第
二
等
は
、
乱
れ
た
地
（
国
）
を
去
り
、
治
ま
っ
た
国
へ
行

く
。
第
三
等
は
、
主
君
の
乱
れ
た
顔
色
を
見
る
こ
と
を
や

め
、
他
国
へ
行
く
。
第
四
等
は
、
悪
し
き
こ
と
ば
・
主
張
を

聞
け
ば
、
去
っ
て
他
国
へ
行
く
（
注
15
）
。

と
訳
す
。
吉
田
・
金
谷
・
宇
野
・
加
地
四
氏
は
、「
避
色
」「
避

言
」
の
「
色
」「
言
」
に
つ
い
て
は
乱
れ
た
国
の
君
主
の
顔
色
・

言
葉
と
解
す
る
。
た
だ
し
、
金
谷
氏
は
「
主
君
の
」
と
い
う
限
定

の
語
を
括
弧
内
に
入
れ
て
い
る
。
乱
れ
た
国
の
君
主
の
顔
色
・
言

葉
と
限
定
せ
ず
に
広
く
他
者
一
般
の
そ
れ
と
解
し
て
も
か
ま
わ
な

い
こ
と
を
示
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
吉
川
・
貝
塚
・
平
岡

三
氏
は
他
者
一
般
の
そ
れ
と
解
し
て
い
る
よ
う
だ
。

以
上
十
氏
の
解
釈
は
、
い
ず
れ
も
基
本
的
に
は
古
く
か
ら
の
伝

統
的
な
解
釈
を
受
け
継
い
で
い
る
と
言
え
る
。
な
か
で
も
忠
実
に

受
け
継
い
で
い
る
の
は
「
色
」「
言
」
を
君
主
の
そ
れ
と
し
て
解

す
る
吉
田
・
金
谷
・
宇
野
・
加
地
氏
の
解
釈
で
あ
る
（
あ
る
い
は

黄
氏
の
解
釈
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
か
）。
で
は
、
伝
統
的
な
解
釈

は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
以
下
、
前
近
代
の
中
国
に
お

け
る
「
避
色
」「
避
言
」
を
め
ぐ
る
解
釈
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て

み
よ
う
。
本
稿
に
と
っ
て
、
よ
り
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
は
「
避

言
」
で
あ
る
が
、「
避
色
」
も
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い
る
の
で

併
せ
て
取
り
あ
げ
る
。

古
く
は
、
魏
・
何
晏
『
論
語
集
解
』
に
引
く
孔
安
国
の
伝
が

「
避
色
」
に
つ
い
て
「
色
斯
挙
矣
（
色
あ
れ
ば
斯こ
こ

に
挙
ぐ
）」、「
避

言
」
に
つ
い
て
「
有
悪
言
乃
去
（
悪
言
有
れ
ば
乃
ち
去
る
）」
と

説
明
す
る
。「
色
斯
挙
矣
」
は
難
解
だ
が
、『
論
語
』
郷
党
に
鳥
が

人
の
顔
色
を
見
て
飛
び
去
る
こ
と
を
「
色
斯
挙
矣
」
と
述
べ
る
言

葉
が
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
の
意
味
、
す
な
わ
ち
北
宋
・
邢
昺
の
疏

が
「
不
能
予
択
治
乱
、
但
観
君
之
顔
色
、
若
有
厭
己
之
色
、
於
斯

挙
而
去
之
也
（
予
あ
ら
か
じめ

治
乱
を
択
ぶ
能
わ
ざ
れ
ば
、
但
だ
君
の
顔

色
を
見
て
、
若
し
己
を
厭
う
の
色
有
ら
ば
、
斯
に
於
て
挙
げ
て
之

を
去
る
）」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
君
主
が
自
分
を
厭
う
か
の
よ
う

な
顔
色
を
見
せ
た
と
き
は
そ
こ
を
立
ち
去
る
と
解
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
右
の
よ
う
な
解
釈
は
、『
論
語
集
解
』
を
基
に
解
釈
を
加

え
た
梁
・
皇
侃
『
論
語
義
疏
』（
注
16
）
に
も
明
確
に
説
か
れ
て
お
り
、

「
避
色
」
に
つ
い
て
は
「
不
能
予
択
治
乱
、
但
臨
時
観
君
之
顔
色
、

顔
色
悪
則
去
（
予
め
治
乱
を
択
ぶ
能
わ
ず
し
て
、
但
だ
時
に
臨
み

て
君
の
顔
色
を
観
る
。
顔
色
悪
し
け
れ
ば
則
ち
去
る
）」、「
避
言
」

に
つ
い
て
は
「
唯
但
聴
君
言
之
是
非
、
聞
悪
言
則
去
（
唯た但
だ
君

言
の
是
非
を
聴
く
。
悪
言
を
聞
け
ば
則
ち
去
る
）」
と
あ
る
。

で
は
、
朱
熹
『
論
語
集
注
』（
注
17
）
は
ど
の
よ
う
に
解
す
る
の
か
。

「
避
色
」
に
つ
い
て
は
「
礼
貌
衰
而
去
（
礼
貌
衰
え
て
去
る
）」
と

説
く
。「
礼
貌
」
と
は
礼
儀
正
し
い
態
度
、
こ
こ
で
は
特
に
君
主

の
態
度
を
指
し
て
言
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。『
孟
子
』
告
子
下
に

は
、
君
主
の
対
応
如
何
に
よ
っ
て
仕
え
る
か
否
か
を
決
め
る
べ
き

（ 6 ）



で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
「
迎
之
致
敬
以
有
礼
則
就
之
、
礼
貌
衰
則

去
之
（
之
を
迎
う
る
に
敬
を
致
し
て
以
て
礼
有
れ
ば
則
ち
之
に
就

き
、
礼
貌
衰
う
れ
ば
則
ち
之
を
去
る
）」（
注
18
）
と
あ
る
が
、
こ
の

『
孟
子
』
の
言
葉
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
用
い
て
解
釈
し
て
い
る
。
ま

た
「
避
言
」
に
つ
い
て
『
論
語
集
注
』
は
「
有
違
言
而
後
去
也

（
違
言
有
り
て
後
に
去
る
）」
と
説
く
。「
違
言
」
は
自
分
と
は
食

い
違
っ
た
意
見
。
君
主
の
意
見
が
自
分
の
考
え
と
違
う
こ
と
を

言
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
朱
熹
の
解
釈
も
ま
た
基
本
的
に
は
古
注
と

同
じ
解
釈
の
枠
組
み
の
な
か
に
あ
る
。

古
注
お
よ
び
朱
熹
は
い
ず
れ
も
「
避
色
」「
避
言
」
を
君
主
の

「
顔
色
」
や
「
言
葉
」
を
「
避
け
る
」
と
解
し
て
い
る
点
で
同
じ

枠
組
み
の
な
か
に
あ
る
と
言
っ
て
い
い
が
、
朱
熹
以
後
は
ど
の
よ

う
な
解
釈
が
行
わ
れ
て
き
た
だ
ろ
う
か
。
伝
統
の
枠
を
踏
み
出
す

よ
う
な
解
釈
は
見
ら
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
「
避
色
」
に

つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
前
近
代
の
『
論
語
』
解
釈
の
す
べ
て
を
調

査
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
管
見
の
限
り
清
・
劉
宝
楠
『
論
語
正

義
』
巻
一
七
の
「
辟
（
避
）
色
」
に
関
す
る
解
釈
に
は
、
古
注
を

踏
ま
え
つ
つ
も
、
従
来
の
注
釈
に
は
参
照
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ

た
資
料
に
基
づ
く
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
、
注
目
に
値
す
る
。

『
呂
氏
春
秋
』
先
識
覧
「
凡
国
之
亡
也
、
有
道
者
必
先
去
、

古
今
一
也
」。
高
注
引
此
文
「
辟
色
」
作
「
避
人
」。『
子
華

子
』
神
気
篇
亦
言
「
違
世
」「
違
地
」「
違
人
」。
後
篇
傑
溺

謂
子
路
曰
「
且
而
与
其
従
辟
人
之
士
也
、
豈
若
従
辟
世
之
士

哉
」。「
辟
人
」
即
「
辟
色
」、
当
時
両
称
之
、
高
誘
或
亦
随

文
引
之
耳
（『
呂
氏
春
秋
』
先
識
覧
に
「
凡
そ
国
の
亡
ぶ
や
、

道
有
る
者
必
ず
先
に
去
る
は
、
古
今
一
な
り
」
と
い
う
。
高

注　

此
の
文
を
引
く
に
「
辟
色
」
を
「
避
人
」
に
作
る
。

『
子
華
子
』
神
気
篇
も
亦
た
「
違
世
」「
違
地
」「
違
人
」
と

言
う
。
後
篇
〔『
論
語
』
微
子
〕
に
傑
溺　

子
路
に
謂
い
て

曰
く「
且
つ
而な
ん
じ　

其
の
人
を
辟
く
る
の
士
に
従
わ
ん
よ
り
は
、

豈
に
世
を
辟
く
る
の
士
に
従
う
に
若し

か
ん
や
」。「
辟
人
」
は

即
ち
「
辟
色
」
に
し
て
、
当
時
両
つ
な
が
ら
之
を
称
し
、
高

誘
或
い
は
亦
た
文
に
随
い
て
之
を
引
く
の
み
）（
注
19
）
。

『
呂
氏
春
秋
』
先
識
覧
・
先
識
に
は
、
有
徳
の
士
が
徳
の
衰
え

た
国
を
去
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
一
節
が
あ
り
、『
論
語
』
憲

問
と
も
重
な
る
主
張
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
一
節
に
後
漢
・
高
誘
が

附
し
た
注
に
は
『
論
語
』
憲
問
の
件
の
章
が
引
か
れ
る
が
、
そ
こ

で
は
「
辟
色
」
を
「
避
人
」
に
作
っ
て
い
る
。
ま
た
『
子
華
子
』

神
気
に
は
「
太
上
違
世
、
其
次
違
地
、
其
次
違
人
（
太
上
は
世
を

違さ

け
、
其
の
次
は
地
を
違
け
、
其
の
次
は
人
を
違
く
）」（
注
20
）
と

あ
っ
て
、『
論
語
』
と
内
容
の
み
な
ら
ず
叙
述
の
仕
方
も
類
似
し

た
言
葉
が
見
え
る
（「
違
」
は
「
避
」
と
ほ
ぼ
同
義
の
語
）。
つ
ま

り
『
子
華
子
』
は
「
違
世
」「
違
地
」「
違
人
」
と
い
う
層
叙
法
に

よ
っ
て
社
会
的
関
係
性
の
遮
断
を
説
い
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
も
や

（ 7 ）



は
り
「
避
色
」
と
は
「
避
人
」
と
同
義
で
あ
る
こ
と
を
支
持
す
る

例
で
あ
る
。
そ
し
て
『
論
語
』
微
子
に
も
隠
者
の
傑
溺
が
子
路
に

語
っ
た
言
葉
と
し
て
「
辟
（
避
）
人
」
と
い
う
語
が
見
え
る
が
、

「
辟
色
」
は
そ
れ
と
同
義
で
あ
る
と
劉
宝
楠
は
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
避
色
」
を
「
避
人
」
と
同
義
だ
と
す
る
点
で
劉

宝
楠
の
解
釈
は
従
来
に
な
い
新
し
さ
を
示
し
て
い
る
。「
避
色
」

の
「
色
」
と
は
人
の
外
見
・
様
子
・
ふ
る
ま
い
な
ど
を
意
味
す
る

語
だ
が
、
人
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
と
考
え
て
も
い
い
。
劉
宝
楠

の
解
釈
は
そ
の
こ
と
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
点
で
重
要
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、「
色
」
と
「
人
」
と
で
は
根
本
に
お
い
て
さ
ほ
ど
大

き
な
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
劉
宝
楠
の
解
釈

は
従
来
の
解
釈
の
枠
組
み
の
な
か
に
あ
る
。

「
辟
（
避
）
色
」
を
「
辟
（
避
）
人
」
と
同
義
だ
と
す
る
解
釈

は
、
清
・
戴
望
『
論
語
注
』
巻
一
四
に
も
見
え
る
。
そ
も
そ
も
戴

望
は
本
書
に
お
い
て
『
論
語
』
本
文
の
字
句
を
「
辟
色
」
で
は
な

く
「
辟
人
」
に
作
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
「
辟
人
」
に
つ
い
て

は
「
遠
悪
人
（
悪
人
を
遠
ざ
く
）」
と
解
し
、『
大
戴
礼
記
』
曾
子

制
言
上
の
「
吾
不
仁
其
人
、
雖
独
也
、
吾
弗
親
也
（
吾　

其
の
人

を
不
仁
と
せ
ば
、
独
り
と
雖
も
、
吾　

親
し
ま
ず
）」
を
引

く
（
注
21
）
。
戴
望
は
「
色
（
人
）」
を
君
主
の
そ
れ
に
限
定
せ
ず
に

広
く
他
者
一
般
の
そ
れ
と
解
し
て
い
る
よ
う
だ
。「
顔
色
悪
」（
皇

侃
）
や
「
厭
己
之
色
」（
邢
昺
）
で
は
な
く
「
悪
人
」
と
断
言
し

て
い
る
以
上
、
君
主
の
そ
れ
で
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。
根
本
的

な
と
こ
ろ
で
は
伝
統
的
な
解
釈
の
枠
組
み
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら

も
、
一
歩
踏
み
出
し
た
解
釈
と
な
っ
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
近
人

十
氏
の
う
ち
銭
・
楊
・
吉
川
・
貝
塚
・
平
岡
五
氏
に
も
通
ず
る
解

釈
と
言
え
る
。

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、「
避
色
」
に
関
す
る
従
来
の
解
釈

は
「
色
（
人
）」
を
主
君
の
「
色
」
に
限
定
す
る
か
否
か
で
異
な

る
。
私
見
で
は
、
主
君
に
限
定
せ
ず
に
広
く
他
者
一
般
の
「
色
」

と
解
す
る
の
が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
「
避
色
」

と
は
、
知
識
人
が
自
分
以
外
の
他
者
の
「
色
」
を
「
避
け
る
」
こ

と
、
他
者
（
と
り
わ
け
悪
人
）
と
の
つ
き
あ
い
を
絶
つ
こ
と
、
人

と
交
わ
ら
な
い
こ
と
を
言
う
、
と
。
更
に
附
け
加
え
て
言
え
ば
、

他
者
と
の
交
流
を
絶
つ
こ
と
は
自
分
自
身
の
姿
や
ふ
る
ま
い
を
他

者
の
目
か
ら
遠
ざ
け
隠
す
こ
と
で
も
あ
る
。
結
果
と
し
て
「
避

色
」
は
、
人
目
を
避
け
、
目
立
た
ぬ
よ
う
に
ふ
る
ま
う
こ
と
に
も

な
る
で
あ
ろ
う
。
他
者
を
自
己
か
ら
遠
ざ
け
る
と
は
、
他
者
か
ら

自
己
を
遠
ざ
け
る
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
。

他
方
、「
避
言
」
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。「
避
言
」
に
関

す
る
前
近
代
の
解
釈
は
、
知
識
人
が
君
主
の
「
悪
言
」
を
「
避
け

る
」
と
解
す
る
点
で
お
お
む
ね
同
じ
枠
組
み
の
な
か
に
あ
る
。
だ

が
、
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
戴
望
『
論
語
注
』
は
「
畏
讒
言
（
讒
言

を
畏
る
）」
と
解
し
て
お
り
、
注
目
に
値
す
る
。「
讒
言
」
と
あ
る

（ 8 ）



以
上
、
君
主
の
言
葉
で
は
あ
り
得
な
い
。
悪
人
の
悪
し
き
言
葉
を

遠
ざ
け
る
と
解
し
た
も
の
で
あ
り
、
先
に
挙
げ
た
銭
・
楊
・
吉

川
・
貝
塚
・
平
岡
五
氏
に
も
通
ず
る
解
釈
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
「
言
」
を
君
主
の
そ
れ
と
限
定
す
る
か
否
か
で
異

な
る
点
も
あ
る
の
だ
が
、「
避
言
」
に
関
す
る
従
来
の
解
釈
は
、

知
識
人
が
他
者
の
「
言
」
を
「
避
け
る
」
と
す
る
点
で
は
共
通
す

る
。
だ
が
、「
避
言
」
に
つ
い
て
も
ま
た
「
避
色
」
に
つ
い
て
述

べ
た
の
と
同
じ
こ
と
が
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
他
者

の
言
葉
を
自
己
か
ら
遠
ざ
け
る
と
は
、
自
己
の
言
葉
を
他
者
か
ら

遠
ざ
け
る
こ
と
で
も
あ
る
、
と
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
「
言
」
が

他
者
の
言
葉
で
あ
る
か
、
自
己
の
言
葉
で
あ
る
か
は
あ
ま
り
重
要

な
違
い
と
は
な
ら
な
い
。「
言
」
と
は
、
他
者
の
言
葉
で
あ
る
と

同
時
に
自
己
の
言
葉
で
も
あ
る
の
だ
。
要
す
る
に
、「
避
言
」
と

は
「
言
」
＝
言
語
行
為
・
言
論
活
動
そ
の
も
の
を
「
避
け
る
」
こ

と
で
あ
り
、
知
識
人
が
他
者
と
の
言
葉
の
や
り
と
り
を
絶
ち
、
表

立
っ
て
の
言
論
活
動
を
停
止
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
言
語
的
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
遮
断
を
言
う
と
解
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

実
は
、
い
ま
右
に
述
べ
た
よ
う
な
方
向
の
解
釈
は
す
で
に
、
金

谷
治
『
論
語
』
が
憲
問
篇
の
件
の
章
に
附
し
た
注
に
も
示
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
金
谷
氏
は
、
先
に
引
い
た
訳
文
と
は
別
の
解
釈
と

し
て

こ
の
章
に
は
避
退
を
善よ

し
と
す
る
道
家
思
想
の
趣
が
あ
り
、

そ
れ
か
ら
考
え
る
と
、「
避
色
」「
避
言
」
は
「
美
人
か
ら
離

れ
」「
こ
と
ば
を
や
め
る
」
こ
と
か
と
も
思
え
る
。

と
述
べ
て
い
る
。「
避
色
」
を
「
美
人
か
ら
離
れ
る
」（
皇
侃
や
邢

昺
の
疏
に
引
く
鄭
玄
の
注
が
「
柳
下
恵
、
少
連
避
〔
辟
〕
色
者
」

と
説
く
の
に
基
づ
く
か
）
と
す
る
解
釈
に
は
賛
同
し
が
た
い
が
、

「
避
言
」
に
関
す
る
解
釈
は
大
い
に
傾
聴
に
値
す
る
。「
こ
と
ば
を

や
め
る
」
と
は
「
賢
者
」
＝
知
識
人
が
口
を
噤
み
言
葉
を
発
し
な

い
こ
と
、
す
な
わ
ち
言
論
活
動
の
停
止
、
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
遮
断
を
言
う
と
解
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
こ

こ
に
金
谷
氏
が
述
べ
る
別
解
を
こ
そ
支
持
し
た
い
と
思
う
。
た
だ

し
、
こ
の
よ
う
に
解
し
た
と
し
て
も
、「
避
言
」
が
知
識
人
と
国

家
・
社
会
と
の
言
語
・
言
論
面
に
お
け
る
関
係
性
の
遮
断
を
言
う

と
解
す
る
点
で
は
、
従
来
の
枠
組
み
を
は
ず
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
本
稿
は
伝
統
的
な
解
釈
に
対
し
て
こ
と
さ
ら
に
異
を
唱
え
よ

う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
附
言
し
て
お
き
た
い
。

ち
な
み
に
、「
避
言
」
に
関
す
る
右
に
述
べ
た
よ
う
な
解
釈
の

源
流
を
日
本
の
『
論
語
』
解
釈
史
に
遡
る
な
ら
ば
、
中
井
積
徳

（
号
履
軒
）
の
『
論
語
雕
題
』
お
よ
び
そ
れ
を
基
に
整
理
・
修
訂

を
加
え
た
『
論
語
逢
原
』
を
挙
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。「
避

言
」
に
つ
い
て
『
論
語
雕
題
』
は
「
辟
言
、
不
与
悪
人
言
也
（
辟

言
は
、
悪
人
と
与と
も

に
言
わ
ざ
る
な
り
）」、「
辟
言
者
、
不
屑
与
接

（ 9 ）



言
語
、
而
避
之
言
語
不
相
及
之
処
（
辟
言
な
る
者
は
、
与と
も

に
言
語

を
接ま
じ

う
る
を
屑
い
さ
ぎ
よし
と
せ
ず
、
之
を
言
語
相
い
及
ば
ざ
る
の
処
に

避
く
る
な
り
）」（
注
22
）
と
述
べ
、『
論
語
逢
原
』
は
「
辟
言
、
不
与

悪
人
言
也
」、「
辟
言
者
、
不
忍
与
接
言
、
而
避
之
言
語
不
相
及
之

処
也
（
辟
言
な
る
者
は
、
与
に
言
を
接
う
る
に
忍
び
ず
、
之
を
言

語
相
い
及
ば
ざ
る
の
処
に
避
く
る
な
り
）」（
注
23
）
と
述
べ
て
い
る
。

「
避
言
」
に
つ
い
て
中
井
積
徳
は
、
臣
下
た
る
知
識
人
が
「
悪
人
」

と
言
葉
を
交
わ
さ
ぬ
こ
と
、「
こ
と
ば
を
や
め
る
」
こ
と
を
言
う

と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
注
24
）
。

近
代
以
降
で
は
、
北
村
佳
逸
『
論
語
の
新
研
究
』
が
「
君
を
諫

め
て
も
容い

れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
知
っ
て
黙
っ
て
言も
の
いは
ず
、
政
治
の

善
悪
に
関
心
を
持
た
ぬ
」（
注
25
）
と
訳
し
て
お
り
、「
避
言
」
と
は
知

識
人
が
「
言も
の
いは
」
ぬ
こ
と
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
近
年
で
は
、

宮
崎
市
定
『
論
語
の
新
研
究
』
が
「
迂
闊
な
こ
と
を
言
う
人
間
と

話
さ
な
い
」（
注
26
）
と
訳
す
る
の
も
解
釈
の
枠
組
み
を
同
じ
く
す
る

か
も
し
れ
な
い
。
眼
を
近
年
の
中
国
に
転
ず
れ
ば
、
南
懐
瑾
『
論

語
別
裁
』
が
「
不
発
牢
騒
（
不
平
を
述
べ
な
い
）」（
注
27
）
、
金
良

年
『
論
語
訳
注
』
が
「
避
開
言
談
（
言
葉
の
や
り
と
り
を
避
け

る
）」（
注
28
）
と
訳
す
の
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
（
注
29
）
。

さ
て
、
以
上
を
要
す
る
に
『
論
語
』
憲
問
の
件
の
一
章
は
、

「
賢
者
」
＝
有
徳
の
知
識
人
が
「
世
」
＝
人
間
社
会
、「
地
」
＝
居

住
場
所
、「
色
」
＝
姿
・
行
動
、「
言
」
＝
言
論
・
発
言
、
と
幾
つ

か
の
段
階
を
踏
む
形
で
国
家
・
社
会
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
、
言
い

換
え
れ
ば
自
己
を
国
家
・
社
会
か
ら
遠
ざ
け
て
ゆ
く
こ
と
を
説
い

て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
平
た
く
言
う
と
次
の
よ
う
に
な

る
。
順
番
を
逆
に
し
て
後
ろ
か
ら
述
べ
よ
う
。
国
が
乱
れ
た
場

合
、
知
識
人
は
ま
ず
初
め
に
言
葉
の
や
り
取
り
を
絶
つ
、
と
り
わ

け
自
ら
に
害
を
及
ぼ
す
人
物
や
自
ら
を
認
め
て
く
れ
な
い
人
物
の

前
で
は
口
を
噤
む
。
あ
る
い
は
、
表
立
っ
て
の
言
論
活
動
を
停
止

す
る
。
先
に
引
い
た
憲
問
篇
の
別
の
章
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば

「
言
孫
（
言
は
孫し
た
がう
）」、
す
な
わ
ち
言
論
を
穏
や
か
に
す
る
こ
と
、

あ
る
い
は
婉
曲
な
表
現
方
法
を
採
る
こ
と
も
そ
れ
に
当
た
る
と
考

え
て
い
い
。
次
の
段
階
で
は
、
人
と
の
交
流
を
絶
つ
。
と
り
わ
け

自
ら
に
害
を
及
ぼ
す
人
物
や
自
ら
を
認
め
て
く
れ
な
い
人
物
の
前

に
は
自
分
自
身
の
姿
を
あ
ら
わ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
。
次
の
段
階

で
は
、
住
む
場
所
を
変
え
る
。
例
え
ば
、
別
の
国
へ
と
逃
れ
出

る
。
そ
し
て
究
極
的
に
は
、
人
が
作
り
出
す
社
会
そ
の
も
の
を
棄

て
去
る
。
つ
ま
り
は
一
種
の
世
捨
て
人
＝
隠
者
と
な
る
。
こ
の
よ

う
に
段
階
を
逐
う
に
し
た
が
っ
て
、
遮
断
の
あ
り
方
は
よ
り
深
ま

り
広
が
っ
て
ゆ
く
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

『
論
語
』
憲
問
に
つ
い
て
以
上
の
よ
う
に
解
す
る
と
き
に
、
関

連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
『
韓
非
子
』
説
疑
に
見
え
る
次
の
一
節

で
あ
る
。『
論
語
』
の
言
葉
が
知
識
人
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
て
い

る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
知
識
人
を
制
御
す
る
権
力
者
・
為
政
者

（ 10 ）



の
視
点
か
ら
語
ら
れ
た
も
の
。
ま
さ
に
法
家
な
ら
で
は
の
言
葉
と

言
え
る
。

禁
姦
之
法
、
太
上
禁
其
心
、
其
次
禁
其
言
、
其
次
禁
其
事

（
姦
を
禁
ず
る
の
法
は
、
太
上
は
其
の
心
を
禁
じ
、
其
の
次

は
其
の
言
を
禁
じ
、
其
の
次
は
其
の
事
を
禁
ず
）（
注
30
）
。

如
何
に
し
て
権
力
へ
の
反
逆
を
禁
ず
る
か
、
そ
の
方
法
に
つ
い

て
段
階
を
逐
っ
て
列
挙
す
る
。
右
の
文
章
で
は
、
よ
り
究
極
的
な

も
の
か
ら
よ
り
初
歩
的
な
も
の
へ
と
い
う
順
番
で
列
挙
す
る
が
、

こ
こ
で
は
逆
に
後
ろ
か
ら
見
て
い
こ
う
。
最
後
に
挙
げ
る「
禁
事
」

が
最
も
初
歩
的
な
禁
止
＝
弾
圧
方
法
で
あ
る
。「
事
」
と
は
行
動

の
意
。
つ
ま
り
「
禁
事
」
と
は
行
動
の
禁
圧
。
そ
の
次
の
方
法
が

「
禁
言
」、
す
な
わ
ち
言
論
の
禁
圧
。
そ
し
て
、
最
も
高
次
の
禁
圧

が
「
禁
心
」、
す
な
わ
ち
内
心
・
精
神
の
禁
圧
で
あ
る
（
注
31
）
。

一
般
的
に
言
っ
て
反
権
力
の
思
想
は
、
次
の
よ
う
な
段
階
を
踏

ん
で
権
力
へ
と
向
か
っ
て
く
る
。
ま
ず
最
初
の
段
階
で
は
、
知
識

人
の
「
心
」
の
奥
底
に
反
逆
の
思
想
が
胚
胎
す
る
。
こ
の
段
階
で

は
そ
れ
は
ま
だ
表
面
に
現
れ
て
は
い
な
い
。
だ
が
、
や
が
て
そ
れ

は
「
言
」
と
し
て
表
現
さ
れ
、
さ
ら
に
は
「
事
」
す
な
わ
ち
行
動

と
な
っ
て
権
力
に
危
機
を
も
た
ら
す
に
至
る
。「
事
」
の
段
階
に

至
っ
て
か
ら
禁
圧
す
る
の
は
、
統
治
者
の
採
る
策
と
し
て
は
下
策

で
あ
る
。「
事
」
に
到
る
前
の
「
言
」
の
段
階
で
禁
圧
す
る
の
が

望
ま
し
い
が
、
何
と
言
っ
て
も
最
上
の
策
は
「
心
」
の
段
階
で
の

禁
圧
で
あ
る
。
反
逆
を
元
か
ら
絶
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
裏
を
返
し
て
言
え
ば
「
心
」
を
禁
圧
す
る
の
は
最
も
難

し
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
は
眼
に
見
え
な
い
か
ら
。
そ
の
困
難
を

克
服
し
て
成
し
遂
げ
る
か
ら
こ
そ
「
禁
心
」
は
最
上
と
位
置
づ
け

ら
れ
る
の
だ
。

こ
の
『
韓
非
子
』
の
言
葉
は
、『
論
語
』
憲
問
の
件
の
一
章
と

背
中
合
わ
せ
の
関
係
に
置
い
て
読
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

層
叙
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
も
共
通
す
る
。『
韓
非
子
』
を

踏
ま
え
て
『
論
語
』
の
言
葉
を
読
む
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る

だ
ろ
う
。

国
家
が
「
道
」
を
失
っ
て
乱
れ
た
場
合
、
知
識
人
は
そ
れ
を
批

判
す
る
反
権
力
の
思
想
を
「
心
」
の
な
か
に
抱
く
。
だ
が
、「
心
」

は
そ
う
簡
単
に
は
見
破
ら
れ
な
い
か
ら
、「
心
」
の
な
か
に
批
判

を
秘
め
て
い
る
限
り
は
比
較
的
安
全
で
あ
り
、
弾
圧
・
迫
害
を
免

れ
る
こ
と
が
で
き
る
。『
論
語
』
に
は
「
心
」
に
関
す
る
記
述
は

な
い
が
、
件
の
章
に
続
け
て
「
其
次
避
心
（
其
の
次
は
心
を
避

く
）」
と
い
う
文
言
が
加
わ
っ
て
い
て
も
何
ら
お
か
し
く
は
な
い
。

乱
れ
た
国
に
あ
っ
て
は
、
ま
ず
は
他
人
（
と
り
わ
け
悪
人
）
と
の

「
心
」
の
交
流
を
絶
つ
、
あ
る
い
は
「
心
」
を
他
人
に
は
見
せ
ず

に
秘
め
て
お
く
、
と
。
だ
が
、
国
の
乱
れ
が
増
せ
ば
社
会
的
関
係

性
の
遮
断
の
レ
ベ
ル
を
引
き
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。
い
く
ら「
心
」

を
隠
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
他
人
と
言
葉
を
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交
わ
し
て
い
る
う
ち
に
「
心
」
を
見
破
ら
れ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ

る
。
そ
こ
で
次
に
は
「
言
」
す
な
わ
ち
言
葉
の
や
り
取
り
を
絶

つ
。
す
な
わ
ち
「
避
言
」。
し
か
し
、
黙
っ
て
い
て
も
人
前
に
姿

を
見
せ
て
い
る
と
危
険
視
さ
れ
る
の
は
免
れ
な
い
。
そ
こ
で
次
に

は
「
色
」
す
な
わ
ち
人
（
同
じ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
成
員
）
と
の

交
わ
り
を
絶
つ
。
す
な
わ
ち
「
避
色
」（「
色
」
は
『
韓
非
子
』
の

言
う
「
事
」
に
も
通
じ
る
だ
ろ
う
）。
次
に
は
「
地
」
を
離
れ
る
。

す
な
わ
ち
「
避
地
」。
そ
し
て
最
終
的
に
は
「
世
」
を
棄
て
去
る
。

す
な
わ
ち
「
避
世
」
で
あ
る
（
注
32
）
。

こ
の
よ
う
な
知
識
人
の
処
世
の
あ
り
方
を
説
く
の
は
、
ひ
と
り

『
論
語
』
だ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
劉
宝
楠
『
論
語
正
義
』
は
、

先
に
引
い
た
注
の
後
に
続
け
て
『
管
子
』
宙
合
の
次
の
よ
う
な
一

節
を
引
く
（
劉
宝
楠
が
引
い
て
い
な
い
部
分
も
含
め
て
挙
げ
る
）。

是
以
古
之
士
有
意
而
未
可
陽
也
。
故
愁
其
治
、
言
含
愁
而
蔵

之
也
。
賢
人
之
処
乱
世
也
、
知
道
之
不
可
行
、
則
沈
抑
以
辟

罰
、
静
黙
以
侔
免
。
辟
之
也
、
猶
夏
之
就
清凊
、
冬
之
就
温

焉
、
可
以
無
及
於
寒
暑
之
菑
矣
。
非
為
畏
死
而
不
忠
也
。
夫

強
言
以
為
僇
、
而
功
沢
不
加
、
進
傷
為
人
君
厳
之
義
、
退
害

為
人
臣
者
之
生
、
其
為
不
利
弥
甚
。
故
退
身
不
舎
端
、
脩
業

不
息
版
、
以
待
清
明
（
是
を
以
て
古
の
士　

意
有
る
も
未
だ

陽あ

ぐ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
其
の
治
を
愁お
さ

め
、
言
は
含ふ
く

み

愁
め
て
之
を
蔵
す
る
な
り
。
賢
人
の
乱
世
に
処
す
る
や
、
道

の
行
う
べ
か
ら
ざ
る
を
知
れ
ば
、
則
ち
沈
抑
し
て
以
て
罰
を

辟さ

く
、
静
黙
し
て
以
て
免
が
る
る
を
侔と

る
。
之
を
辟
く
る

や
、
猶
お
夏
の 

し
き
に
就
き
、
冬
の
温
か
き
に
就
く
が
ご

と
く
、
以
て
寒
暑
の
菑
わ
ざ
わ
いに
及
ぶ
無
か
る
べ
し
。
死
を
畏
れ

て
忠
な
ら
ず
と
為
す
に
非
ず
。
夫そ

れ
強
言
は
以
て
僇り
く

せ
ら
れ

て
、
功
沢
は
加
わ
ら
ず
、
進
み
て
は
人
君
の
厳
為た

る
の
義
を

傷
い
、
退
き
て
は
人
臣
為た

る
者
の
生
を
害
し
、
其
の
不
利
を

為
す
こ
と
弥
よ
甚
し
。
故
に
身
を
退
く
る
も
端
〔
笏
〕
を
舎す

て
ず
、
業
を
脩
め
て
版
を
息や

め
ず
〔
読
書
を
止
め
ず
〕、
以

て
清
明
な
る
を
待
つ
）（
注
33
）
。

乱
れ
た
世
に
あ
っ
て
「
賢
人
」
＝
知
識
人
は
如
何
に
ふ
る
ま
う

べ
き
か
、
如
何
に
し
て
自
己
と
自
己
の
言
論
・
思
想
を
守
る
べ
き

か
を
説
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
の
方
法
と
し
て
、
こ
こ
に
挙
げ
ら

れ
る
の
は
「
愁
其
治
、
言
含
愁
而
蔵
之
」
す
な
わ
ち
自
身
の
政
治

上
の
思
想
・
言
論
を
内
に
秘
め
て
外
に
出
さ
ぬ
こ
と
で
あ
る
（
注
34
）
。

右
の
一
章
で
は
、
そ
れ
を
更
に
「
沈
抑
」
と
「
静
黙
」
と
言
い
換

え
て
い
る
。「
沈
抑
」
は
「
避
地
」
も
し
く
は
「
避
色
」
に
、「
静

黙
」
は
「
避
言
」
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
し
よ
う
。

知
識
人
と
は
言
論
の
徒
、
す
な
わ
ち
「
言
」
に
身
を
献
げ
る
者

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
権
力
と
の
軋
轢
・
衝
突
に
遭
遇
し
た
際

に
知
識
人
が
採
る
べ
き
方
法
と
し
て
『
論
語
』
憲
問
が
挙
げ
る

「
避
世
」「
避
地
」「
避
色
」「
避
言
」
の
う
ち
、
最
も
重
要
な
意
味

清凊す
ず
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を
持
つ
の
は
何
と
言
っ
て
も
「
避
言
」
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
類
似

し
た
言
い
方
に
は
、
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
。「
慎
言
」

「
謹
言
」「
閉
口
」「
噤
口
」「
絶
口
」「
箝
口
」「
緘
口
」「
結
舌
」

「
咋
舌
」
な
ど
。
い
ず
れ
も
、「
こ
と
ば
を
や
め
る
」（
金
谷
治
）、

す
な
わ
ち
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
遮
断
す
る
こ
と
、
言

論
活
動
を
停
止
す
る
こ
と
、
も
し
く
は
婉
曲
で
穏
や
か
な
表
現
方

法
を
採
る
こ
と
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。
憲
問
篇
の
別
の
章
に
言

う
「
言
孫
（
遜
）」
も
そ
れ
に
当
た
る
こ
と
、
す
で
に
述
べ
た
と

お
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
孔
子
は
、
道
無
き
国
に
お
い
て
は
「
危

言
」
＝
「
直
言
」
を
避
け
「
言
孫
」
に
つ
と
め
る
べ
き
で
あ
る
と

説
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

言
論
を
め
ぐ
る
同
様
の
戒
め
の
言
葉
は
、
古
く
か
ら
語
り
伝
え

ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
『
左
伝
』
成
公
十
五
年
に
は
、
春
秋
晋
の

諌
臣
伯
宗
の
妻
が
夫
を
戒
め
た
語
に
「
子
好
直
言
、
必
及
於
難

（
子　

直
言
を
好
め
ば
、
必
ず
や
難
に
及
ば
ん
）」（
注
35
）
と
あ
る
。

「
直
言
」
が
危
険
を
招
く
こ
と
を
警
戒
し
た
言
葉
で
あ
る
。
実
際
、

伯
宗
は
後
に
讒
言
の
た
め
殺
害
さ
れ
る
。
ま
た
『
逸
周
書
（
汲
冢

周
書
）』
芮
良
夫
解
に
は
「
賢
智
箝
口
、
小
人
鼓
舌
（
賢
智
は
口

を
箝と
ざ

し
、
小
人
は
舌
を
鼓ふ
る

う
）」（
注
36
）
と
あ
っ
て
、「
箝
口
」
を
こ

そ
賢
者
の
振
る
ま
い
と
し
て
高
く
評
価
す
る
考
え
方
が
語
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
広
く
人
々
の
間
に
共
有
さ
れ
て
い
た
だ

ろ
う
。
孔
子
に
つ
い
て
も
、『
説
苑
』
敬
慎
に
は
「
三
緘
金
人
」

「
金
人
緘
口
」
な
ど
の
成
語
を
生
ん
だ
次
の
よ
う
な
故
事
が
見
え

る
。

孔
子
之
周
、
観
於
太
廟
、
右
陛
之
前
、
有
金
人
焉
。
三
緘
其

口
、
而
銘
其
背
曰
「
古
之
慎
言
人
也
。
戒
之
哉
、
戒
之
哉
。

無
多
言
、
多
言
多
敗
。
無
多
事
、
多
事
多
患
。
…
…
」。
孔

子
顧
謂
弟
子
曰
「
記
之
。
此
言
雖
鄙
、
而
中
事
情
。
詩
曰

『
戦
戦
兢
兢
、
如
臨
深
淵
、
如
履
薄
冰
』。
行
身
如
此
、
豈
以

口
遇
禍
哉
」（
孔
子　

周
に
之ゆ

き
て
、
太
廟
を
観
る
に
、
右

陛
の
前
に
金
人
有
り
。
其
の
口
を
三
緘
し
、
其
の
背
に
銘
し

て
曰
く
「
古
の
言
を
慎
む
人
な
り
。
之
を
戒
め
ん
か
な
、
之

を
戒
め
ん
か
な
。
多
言
す
る
こ
と
無
か
れ
、
多
言
す
れ
ば
敗

る
る
る
こ
と
多
し
。
多
事
な
る
こ
と
無
か
れ
、
多
事
な
れ
ば

患わ
ざ
わ
い

多
し
。
…
…
」
と
。
孔
子
顧
み
て
弟
子
に
謂
い
て
曰
く

「
之
を
記
せ
よ
。
此
の
言　

鄙
と
雖
も
、
事
の
情
に
中あ
た

る
。

詩
に
曰
く
『
戦
戦
兢
兢
と
し
て
、
深
淵
に
臨
む
が
如
く
、
薄

冰
を
履
む
が
如
し
』。
身
を
行
う
こ
と
此
く
の
如
く
ん
ば
、

豈
に
口
を
以
て
禍
に
遇あ

わ
ん
や
」
と
）（
注
37
）
。

「
口
禍
」
を
免
れ
る
た
め
に
は
「
多
言
」
を
避
け
「
慎
言
」
に

つ
と
め
る
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。「
避
言
」
を
唱
え
た
孔

子
の
言
論
観
を
反
映
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

＊
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国
家
権
力
と
の
軋
轢
に
直
面
し
た
と
き
、
知
識
人
は
自
ら
の
思

想
・
言
論
を
守
る
た
め
に
ど
の
よ
う
に
行
動
す
べ
き
か
。
中
国
に

あ
っ
て
は
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
最
も
一
般
的
な
答
え
が
「
隠

逸
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
大
方
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
で
は

『
論
語
』
に
お
い
て
、
隠
逸
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
。

総
じ
て
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
言
っ
て
い
い
（
注
38
）
。
し
か

し
、
一
方
で
隠
逸
に
対
す
る
肯
定
的
な
評
価
や
自
ら
の
隠
逸
へ
の

志
向
を
語
っ
た
と
見
な
せ
る
発
言
も
散
見
さ
れ
る
（
注
39
）
。『
論
語
』

憲
問
の
件
の
章
も
そ
の
ひ
と
つ
。
本
章
に
つ
い
て
金
谷
治
氏
は

「
避
退
を
善よ

し
と
す
る
道
家
思
想
の
趣
き
」
す
な
わ
ち
隠
逸
へ
の

志
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。
実
際
、「
避
世
」
は

「
隠
逸
」
と
同
義
の
語
と
言
っ
て
差
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
い
と
す
れ
ば
、
本
稿
で
問
題
に
し

て
き
た
「
避
言
」
も
ま
た
、
そ
れ
を
推
し
進
め
て
ゆ
け
ば
隠
逸
へ

と
帰
着
す
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
か

も
し
れ
な
い
（
注
40
）
。

孔
子
自
身
が
「
避
言
」
を
隠
逸
へ
と
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
捉

え
て
い
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
措
く
と
し
て
、『
論
語
』
憲
問
に

説
く
「
避
言
」
は
、
後
世
に
は
隠
逸
の
枠
組
み
の
な
か
で
受
け
と

め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
梁
・
沈
約
『
宋
書
』
巻
九

三
・
隠
逸
伝
の
序
の
冒
頭
に
は
、「
遯
世
避
世
」
す
な
わ
ち
隠
逸

の
思
想
を
語
っ
た
言
葉
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
賢
者
避
地
、
其
次
避

言
」（
注
41
）
と
い
う
孔
子
の
語
が
引
か
れ
て
い
る
。
沈
約
は
明
確
に

「
避
言
」
を
隠
逸
へ
と
つ
な
が
る
行
為
と
見
な
し
て
い
た
の
だ
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
孔
子
の
唱
え
る
「
避
言
」
が
、
権
力
に
対

し
て
積
極
的
に
言
論
の
戦
い
を
挑
む
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
言
論

を
権
力
か
ら
遠
ざ
け
隠
そ
う
と
す
る
方
向
に
あ
っ
た
こ
と
は
否
め

な
い
。
前
近
代
中
国
の
知
識
人
・
文
人
た
ち
に
と
っ
て
は
基
本
的

に
、
国
家
の
権
力
構
造
そ
の
も
の
は
所
与
の
前
提
と
し
て
受
け
入

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
、

た
と
え
権
力
と
衝
突
し
た
場
合
で
も
、
権
力
に
対
し
て
正
面
か
ら

刃
向
か
お
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
を
近
代
の
側

か
ら
消
極
的
・
退
嬰
的
だ
と
批
判
し
て
も
あ
ま
り
意
味
は
な
い
。

近
代
以
前
に
あ
っ
て
言
論
と
権
力
と
の
関
係
は
、
そ
の
よ
う
な
形

で
確
固
と
し
て
構
造
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
孔
子
は
権
力
と
の
軋
轢
の
な
か
を
生

き
た
不
遇
の
知
識
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
隠
逸
こ
そ
し
な

か
っ
た
も
の
の
、
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
孔
子
こ
そ
は
中
国

に
あ
っ
て
最
初
期
の
亡
命
知
識
人
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
孔
子
以

後
、
中
国
の
歴
史
に
は
多
く
の
亡
命
者
が
登
場
す
る
が
、
し
か
し

秦
・
漢
帝
国
の
成
立
以
後
、
知
識
人
の
亡
命
者
は
さ
ほ
ど
多
く
は

な
い
。
春
秋
・
戦
国
時
代
の
よ
う
に
諸
侯
国
に
分
か
れ
て
い
た
時

代
と
は
異
な
っ
て
、
中
国
全
土
が
皇
帝
権
力
の
統
治
下
に
あ
る
均

質
な
空
間
と
な
り
、
逃
れ
の
地
が
失
わ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
亡
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命
が
不
可
能
に
な
る
の
に
伴
っ
て
目
立
つ
よ
う
に
な
る
の
が
、
北

宋
の
蘇
軾
が
巻
き
込
ま
れ
た
「
烏
台
詩
禍
」
な
ど
の
よ
う
な
筆
禍

事
案
、
す
な
わ
ち
言
論
の
罪
に
問
わ
れ
て
左
遷
・
貶
謫
さ
れ
る

ケ
ー
ス
で
あ
る
。
か
か
る
知
識
人
の
言
論
活
動
に
、
本
稿
で
見
て

き
た
よ
う
な
「
避
言
」
の
伝
統
は
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
継
承
さ

れ
て
ゆ
く
の
か
、
更
に
考
察
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
（
注
42
）
。

注

（
1
）	

以
下
、『
論
語
』
と
そ
の
古
注
の
引
用
は
『
論
語
注
疏
』、十
三
経
注
疏
、

嘉
慶
二
十
年
重
刊
宋
本
、
中
文
出
版
社
影
印
、
一
九
七
一
年
に
よ
る
。

（
2
）	『
漢
書
』
巻
六
四
下
・
賈
捐
之
伝
に
「
危
言
」
の
語
が
見
え
、
顔
師
古

の
注
に
「
危
言
、直
言
也
」。
ま
た
『
子
華
子
』
陽
城
胥
渠
問
に
「
直
言
」

と
「
曲
言
」
を
対
比
し
て
「
太
古
之
聖
人
、
所
以
範
世
訓
俗
者
、
有
直

言
者
、
有
曲
言
者
。
直
言
者
、
直
以
情
貢
也
。
曲
言
者
、
假
以
指
喩
也
」。

（
3
）	『
史
記
』、
中
華
書
局
、
一
九
八
二
年
、
頁
一
九
三
二
。

（
4
）	

こ
こ
に
挙
げ
た
一
節
に
続
け
て
、
孔
子
は
「
作
者
七
人
矣
」

︱
以

上
の
こ
と
を
実
践
し
た
者
は
七
人
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
本
稿
で
は
論
及
し
な
い
。

（
5
）	

朱
熹『
論
語
集
注
』が
引
く
程
子
の
言
が「
四
者
雖
以
大
小
次
第
言
之
、

然
非
有
優
劣
也
。
所
遇
不
同
耳
」
と
述
べ
、
ま
た
そ
れ
を
踏
ま
え
て
王

夫
之
『
読
四
書
大
全
説
』
巻
六
が
「
以
優
劣
論
固
不
可
、
然
固
必
有
次

第
差
等
矣
。
…
…
就
避
之
浅
深
而
言
也
」
と
述
べ
る
の
に
賛
同
し
た
い
。

（
6
）	

新
校
本
『
銭
穆
先
生
全
集
・
論
語
新
解
』、
九
州
出
版
社
、
二
〇
一
一

年
、
頁
四
四
二
。
原
著
初
版
は
香
港
・
新
亜
研
究
所
、
一
九
六
三
年
。

（
7
）	『
論
語
訳
注
』、
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
、
頁
一
五
七
。
初
版
は
一

九
五
八
年
。

（
8
）	『
論
語
彙
校
集
釈
』、上
海
古
籍
出
版
社
、二
〇
〇
八
年
、頁
一
三
二
七
。

（
9
）	『
論
語
』、
明
治
書
院
、
新
釈
漢
文
大
系
第
一
巻
、
一
九
八
四
年
、
頁

三
三
〇
。
初
版
は
一
九
六
〇
年
。

（
10
）	『
論
語
』、
岩
波
書
店
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
九
年
、
頁
二
〇
四
。
初

版
は
一
九
六
三
年
。

（
11
）	『
論
語
（
下
）』、
朝
日
新
聞
社
、
中
国
古
典
選
、
一
九
六
三
年
、
頁
一

八
二
。

（
12
）	『
論
語
』、
中
央
公
論
社
、
中
公
文
庫
、
一
九
七
三
年
、
頁
四
一
九
。

（
13
）	『
論
語
新
釈
』、
講
談
社
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
五
年
、
頁
四

五
〇
。
初
版
は
一
九
八
〇
年
。

（
14
）	『
論
語
』、
集
英
社
、
全
釈
漢
文
大
系
第
一
巻
、
一
九
八
〇
年
、
頁
四

一
八
。

（
15
）	『
論
語
（
増
補
版
）』、
講
談
社
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
、

頁
三
四
三
。
初
版
は
二
〇
〇
四
年
。

（
16
）	『
論
語
義
疏
』、
懐
徳
堂
記
念
会
、
一
九
二
四
年
。

（
17
）	『
四
書
章
句
集
注
』、
新
編
諸
子
集
成
、
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
、

頁
一
五
八
。
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（
18
）	『
孟
子
注
疏
』、
十
三
経
注
疏
本
。

（
19
）	『
論
語
正
義
』、
高
流
水
点
校
、
十
三
経
清
人
注
疏
、
中
華
書
局
、
一

九
九
〇
年
、
頁
五
九
六
。

（
20
）	『
子
華
子
』、
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
。
本
書
は
、
春
秋
晋
・
程
本
の
著

と
も
伝
え
ら
れ
る
が
、
実
際
は
宋
人
の
著
と
考
え
ら
れ
る
。

（
21
）	『
論
語
注
』、『
南
菁
書
院
叢
書
』
第
二
集
所
収
本
。

（
22
）	

中
井
積
徳
手
稿
本
。
大
阪
大
学
懐
徳
堂
文
庫
復
刻
刊
行
会
監
修
『
論

語
雕
題
』、
懐
徳
堂
文
庫
復
刻
叢
書
九
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
、

頁
一
三
二
。
影
印
本
で
は
判
別
し
に
く
い
箇
所
に
つ
い
て
は
手
稿
本
に

よ
っ
て
確
認
し
た
。

（
23
）	

注
22
所
掲
書
、
頁
四
〇
六
～
七
。

（
24
）	

中
井
積
徳
は
こ
こ
で
更
に
『
論
語
』
本
文
の
錯
簡
問
題
に
も
踏
み
込

ん
で
「
避
色
」
と
「
避
言
」
の
順
番
を
入
れ
替
え
る
べ
き
だ
と
説
い
て

い
る
。『
論
語
雕
題
』
に
は
「
避
言
旧
在
辟
色
之
上
、
旧
文
蓋
錯
互
、
宜

改
正
」
と
述
べ
て
「
避
言
」
は
も
と
は
「
辟
色
」
の
前
に
置
か
れ
て
い

た
と
見
な
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
見
方
を
踏
ま
え
『
論
語
逢
原
』
で

は
本
文
の
「
辟
色
」
と
「
辟
言
」
と
を
前
後
入
れ
替
え
た
う
え
で
、
注

に
は
「
避
言
旧
在
避
色
之
下
、
蓋
錯
文
、
今
試
改
正
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
25
）	『
論
語
叢
書
』
第
四
巻
、
大
空
社
、
二
〇
一
一
年
、
頁
二
九
三
。
原
著

は
大
阪
屋
号
書
店
、
一
九
三
三
年
。

（
26
）	『
論
語
の
新
研
究
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
頁
三
二
〇
。

（
27
）	『
論
語
別
裁
』、
復
旦
大
学
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
、
頁
六
八
九
。
原

著
初
版
は
台
湾
・
老
古
文
化
事
業
公
司
、
一
九
七
六
年
。

（
28
）	『
論
語
訳
注
』、
十
三
経
訳
注
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
、

頁
一
七
七
。

（
29
）	

こ
の
他
に
も
近
似
し
た
解
釈
の
例
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
な

調
査
は
後
日
に
期
し
た
い
。

（
30
）	『
韓
非
子
』、
四
部
叢
刊
本
。

（
31
）	

近
代
以
降
の
法
が
制
御
の
対
象
と
す
る
の
は
「
事
」
や
「
言
」
ま
で

で
あ
っ
て
、「
心
」
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。「
内
心
の
自
由
」
と
い
う
原

則
の
も
と
「
心
」
の
な
か
で
何
を
考
え
よ
う
と
自
由
で
あ
り
、
そ
れ
が

違
法
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
『
韓
非
子
』
の
法

は
「
心
」
を
最
終
的
な
制
御
対
象
と
し
て
お
り
、
そ
の
前
近
代
的
な
性

格
を
如
実
に
示
す
と
同
時
に
、
か
つ
て
法
と
い
う
も
の
に
本
質
的
に
そ

な
わ
っ
て
い
た
剥
き
出
し
の
権
力
性
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
て
く
れ

る
。

（
32
）	『
論
語
』
憲
問
の
「
避
言
」
が
『
韓
非
子
』
説
疑
の
「
禁
言
」
と
背
中

合
わ
せ
の
関
係
に
置
い
て
読
め
る
と
す
れ
ば
、「
避
言
」
は
知
識
人
が
「
こ

と
ば
を
や
め
る
」
こ
と
を
言
う
と
す
る
解
釈
の
妥
当
性
は
よ
り
高
ま
る

と
言
え
よ
う
。

（
33
）	

劉
宝
楠
は
「
是
以
古
之
士
有
意
而
未
可
陽
也
。
故
愁
其
治
言
、
含
愁

而
蔵
之
也
」の
一
節
を
引
い
て
い
な
い
。こ
こ
で
は
、郭
沫
若
・
聞
一
多
・

許
維
遹
撰
『
管
子
集
校
』、
科
学
出
版
社
、
一
九
五
六
年
、
頁
一
六
八
に

よ
り
補
っ
て
引
用
し
た
。
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（
34
）	

こ
の
一
節
に
つ
い
て
は
、注
33
所
掲
『
管
子
集
校
』
や
黎
翔
鳳
撰
『
管

子
校
注
』、
新
編
諸
子
集
成
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
四
年
な
ど
を
参
考
に

し
て
解
釈
し
た
が
、
な
お
疑
問
が
の
こ
る
。

（
35
）	『
春
秋
左
伝
注
疏
』、
十
三
経
注
疏
本
。

（
36
）	『
逸
周
書
（
汲
冢
周
書
）』、
四
部
叢
刊
本
。

（
37
）	『
説
苑
校
証
』、
向
宗
魯
校
証
、
中
華
書
局
、
一
九
八
七
年
、
頁
二
五
八
。

（
38
）	

例
え
ば
微
子
篇
に
見
え
る
隠
者
の
長
沮
・
桀
溺
と
の
や
り
取
り
。
こ

こ
で
桀
溺
は
自
ら
を
「
辟
（
避
）
世
之
士
」、
孔
子
を
「
辟
（
避
）
人
之

士
」
と
規
定
し
た
う
え
で
、
自
ら
の
生
き
方
は
孔
子
の
そ
れ
よ
り
も
優

れ
て
い
る
と
す
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
孔
子
は
、
あ
く
ま
で
も
「
世
」

＝
人
間
社
会
の
な
か
に
自
ら
の
生
き
る
場
所
を
見
出
す
こ
と
の
大
切
さ

を
説
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
社
会
へ
の
積
極
的
な
参
画
を
旨
と
す
る

儒
家
と
し
て
は
、
譲
れ
ぬ
立
場
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う

（
39
）	

例
え
ば
季
氏
篇
に
「
隠
居
以
求
其
志
」、
公
冶
長
篇
に
「
道
不
行
乗
桴

浮
于
海
」
と
述
べ
る
な
ど
。

（
40
）	

た
だ
し
「
避
言
」
は
老
荘
思
想
的
な
「
無
言
」「
忘
言
」
と
は
一
線
を

画
す
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
公
的
な
場
面
で
の
言
論
活
動
の
停
止

で
あ
っ
て
、
言
論
活
動
そ
の
も
の
の
停
止
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。
こ
こ

で
は
儒
家
思
想
の
支
え
の
も
と
「
言
」
は
厚
く
信
頼
さ
れ
肯
定
さ
れ
て

い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
信
頼
し
肯
定
す
べ
き
自
ら
の
「
言
」
を

守
る
た
め
に
こ
そ
「
言
」
を
避
け
る
の
で
あ
る
。

（
41
）	『
宋
書
』、中
華
書
局
、一
九
七
四
年
、頁
二
二
七
五
。
な
お
、沈
約
「
高

士
伝
賛
」（『
藝
文
類
聚
』
巻
三
六
・
人
部
隠
逸
上
）
に
も
「
亦
有
哲
人
、

獨
執
髙
志
。
避
世
避
言
、
不
友
不
事
。
恥
従
汙
禄
、
靡
惑
守
餌
。
心
安

藜
藿
、
口
絶
炮
胾
。
…
…
」
と
あ
っ
て
、「
高
士
」
＝
隠
士
の
ふ
る
ま
い

を
述
べ
る
な
か
「
避
世
」「
避
言
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
42
）	

蘇
軾
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
言
論
統
制
下
的
文
学
文
本

︱
以
蘇
軾

詩
歌
創
作
為
中
心
」（『
復
旦
大
学
学
報
』
二
〇
一
六
年
第
四
期
）
に
お

い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
。

（ 17 ）




